
中小企業の事業主のみなさまへ

労働基準監督署では、「労働時間相談・支援コーナー」を設置し、窓口と電話で、労働時間
等に係る法令に関する問い合わせや労務管理についての相談をお受けするとともに、企業の皆
さまを個別に訪問して、相談や支援を行っています。
業務の能率・生産性の向上のため、また、労働者の生活の充実・向上のためにも、労働時間

や休日などの適正な管理をお願いします。

原則 …１週:40時間､１日:８時間
例外※ …１週:44時間､１日:８時間
※労働者10人未満の商業、映画・演劇業（映画の製作

の事業を除く）、保健衛生業、接客娯楽業

超える 過半数組合や
過半数代表者と
36協定を締結し、
所轄の労働基準監督署に
届け出る必要があります。確保できない

労働時間の上限（法定労働時間）

毎週１回または４週を通じて４日以上
（午前０時〜午後12時の１暦日の休み）

時間外･休日労働には
「時間外・休日労働に関する協定（36協定）」が必要です。

サブロク

休日の最低基準（法定休日）

ポイント１

長時間にわたる過重な労働が要因となり、労働者が健
康を損なうような事態は、あってはならないことです。
36協定を締結していて、時間外・休日労働が可能で

あっても、実際の時間外・休日労働を月45時間以下とす
るよう努めましょう。

労働者の心身の健康管理のために、
時間外・休日労働の削減に取り組みましょう︕留意事項！

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されることにより、36協定で定める事項が
変わりました。中小企業については、2020年４月１日から時間外労働の上限規制が適用されました。
詳しい変更内容は、リーフレット「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」でご確認いただけま

す。

改正労基法 時間外労働の上限規制が適用されました︕

法定労働時間
 １日８時間
 週40時間

法律による上限
(特別条項/年６か月まで)
 年720時間
 複数月平均80時間＊
 月100時間未満＊ ＊休日労働を含む法律による上限

（限度時間の原則）
 月45時間
 年360時間

※１年単位の変形
労働時間制の場合
月42時間、年320時間

♦以下の事業・業務については、
2024年４月１日以降、上記と異なる
上限規制が適用されています。
・建設事業（災害時における復旧復興
の事業に限る）

・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
♦新技術・新商品等の研究開発業務に
ついては、上限規制の適用が除外され
ています。

！

（2024.4）



勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

▶ 年次有給休暇の付与日数（一般の労働者）※パート労働者も所定労働日数に応じて比例付与する必要があります。

年次有給休暇の付与要件は、①６か月継続勤務し、②全労働日の８割以上出勤することです。
要件を満たした労働者には、最低10日間の年休を付与しなければなりません。

改正労基法！ 「年次有給休暇管理簿」を作成し､保存してください。

年次有給休
暇管理簿
作成の
留意事項

① 労働者ごとに基準日（年次有給休暇の付与日）を記入しましょう。
② 労働者ごとに年次有給休暇の付与日数を記入しましょう。

③ 年次有給休暇を取得した日付を記入しましょう。
④ 年次有給休暇管理簿は３年間保存しましょう。

ポイント２

2019年4月1日以降、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給
休暇が付与されてから1年以内に年5日について、使用者が時季を指定して取得させなけれ
ばなりません。

時季指定の
留意事項

① 既に５日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対して
は、時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

② 時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取
した意見を尊重するよう努めなければなりません。

③ 使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定
の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規
則に記載しなければなりません。

しっかり休んでしっかり働くために
年次有給休暇の取得環境を整えましょう︕

改正労基法！
年５日の年次有給休暇は、使用者が時季を指定して
取得させなければなりません︕

時季指定のイメージ



全ての労働者について、労働時間の適正な把握のため、
労働日ごとに始業･終業時刻を確認･記録しましょう︕留意事項！

※詳細は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

「賃金台帳」を適切に調製し､保存してください。

賃金台帳
作成の
留意事項

① 労働者ごとに記入しましょう。

② 確認した労働時間を基に、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、
休日労働時間数、深夜労働時間数を記入しましょう。

③ 基本給や、割増賃金なども記入しましょう。
④ 賃金台帳は３年間保存しましょう。

ポイント４

割増賃金は、１時間あたりの賃金に割増率を乗じて計算します。
〜 法定の額に不足がないか、確認をしてみましょう 〜

月給制の場合 日給制の場合 出来高払制の場合

※ 次の①〜⑦の手当は労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより割増賃金
の基礎となる賃金から除外することができます。

①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、
⑦１か月を超える期間ごとに支払われる賃金

①〜⑦は、例示ではなく、限定的に列挙されているものです。これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。
また、①〜⑤の手当については、このような名称の手当であれば、全て基礎となる賃金から除外できるというわけではあり

ません。

当該期間中の出来高給
賃金総額

当該期間中の
総労働時間数

×0.25
（0.35）

月決め賃金（＋諸手当）
支給総額
年間平均

１か月所定労働時間数

×1.25
（1.35）

日決め賃金（＋諸手当）
支給総額

１週間平均の
１日所定労働時間数

×1.25
（1.35）

○ 始業・終業時刻は客観的な方法で確認しましょう。
・ 使用者が自ら現認することにより確認
・ タイムカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な記録

○ 自己申告制によらざるを得ない場合は、労働者に対して労働時間の実態を正しく記録
し、適正に申告を行うことなどについて十分に説明するなどの措置が必要です。

35％増し

「割増賃金」は不足なく支払ってください。ポイント３

25％増し週40時間、１日８時間を超えて働いた場合時間外労働

週に１回、４週に４回の法定休日に働いた場合休日労働

※深夜労働（午後10時〜午前５時の間に働いた場合）も25％増しの割増賃金が必要
割増賃金

割増賃金

改正労基法 中小企業の月60時間超の割増賃金率が引き上げられました。
労働基準法が改正され、2023年4月1日から、中小企業においても、月60時間を超える時間外

労働に対する割増賃金率が、これまでの25％から50％に引き上げられました。

労働時間の考え方

労働時間の確認・記録の方法

○ 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の
指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に当たります。

○ 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の
指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当します。

！

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf


・必要に応じて、医師の意見を踏まえ、事後措置※を講じる

・１年に１回、健康診断を必ず実施
・深夜業(午後10時〜翌午前５時)に常時従事する労働者は、半年に１回の健康診断

・健康診断の結果が出たら、１通は会社で保存し、もう１通は労働者に通知

※就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等

ポイント５健康診断等で労働者の健康状態を把握してください。

改正安衛法！ 長時間労働者に対する面接指導が強化されました。
2019年4月1日以降、時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者がいる場合には、産業
医に労働者の情報を提供するとともに、労働者本人に労働時間の情報を提供し、労働者本
人から面接指導の申出があった場合は、産業医等による面接指導を実施しなければなりま
せん。

面接指導等の流れ

① 全ての労働者の労働時間の状況を把握

② 産業医に時間外・休日労働時間が
月80時間超の労働者の情報を提供
（産業医は労働者に面接指導の申出
を勧奨することができる）

② 時間外・休日労働時間が月80時間超
の労働者本人に労働時間の情報を通知

③ 時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者が面接指導の申出

④ 産業医等による面接指導を実施

⑤ 産業医等から労働者の措置等に関する意見を聴き、必要な措置を講じる

⑥ 産業医に措置内容を情報提供（産業医は事業者からあらかじめ意見を求め
た上で、労働者の健康確保のために必要があると認められる場合は、事業者に
勧告することができる）

⑦ 産業医の勧告の内容等を衛生委員会等に報告
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60歳以上

女性

43%50代女性

28%

40代女性

10%

60歳以上男性

5%

30代女性

4%

20代女性

3%

介護の現場における転倒災害の発生時点

移動中
70.4%

作業中
29.6%

凍結した通路等で滑って転倒（24％）
従業員用通路の除雪・融雪。凍結しやすい箇所には融雪マットを設置する（★）

こぼれていた水、洗剤、油等（人為的なもの）により滑って転倒（21％）
水、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。

（清掃中エリアの立入禁止、清掃後乾いた状態を確認してからの開放）

浴室等の水場で滑って転倒（23％）
防滑床材の導入、摩耗している場合は施工し直す（★）
滑りにくい履き物を使用させる
脱衣所等隣接エリアまで濡れないよう処置

雨で濡れた通路等で滑って転倒（11％）
雨天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を行う
送迎・訪問先での濡れた場所での転倒防止の注意喚起

利用者の車椅子、シルバーカー、杖などにつまずいて転倒（８％）
介助の周辺動作のときも焦らせない
介助のあとは“一呼吸置いて”から別の作業へ

通路の段差につまずいて転倒（15％）
事業場内の通路の段差の解消（★）、「見える化」
送迎先・訪問先での段差等による転倒防止の注意喚起

作業場や通路以外の障害物（車止めなど）につまずいて転倒（７％）
適切な通路の設定
敷地内駐車場の車止めの「見える化」

設備、家具などに足を引っかけて転倒（12％）
設備、家具等の角の「見える化」

何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒（33％）
転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入（★）
走らせない、急がせない仕組みづくり

転倒時の類型

主な原因と対策

一般に加齢とともに身体機能が低下し、転倒しやすくなります
→「転びの予防 体力チェック」「ロコチェック」をご覧ください

特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します
→対象者に市町村が実施する「骨粗鬆症検診」を受診させましょう

現役の方でも、たった一度の転倒で寝たきりになることも
→「たった一度の転倒で寝たきりになることも。転倒事故の起こりやすい
箇所は︖」（内閣府ウェブサイト）

中央労働災害
防止協会

転倒予防セミナー

社会福祉施設の転倒災害による平均休業
日数（※労働者死傷病報告による休業見込日数）

44日
職場３分

エクササイズ

コードなどにつまずいて転倒（５％）
労働者や利用者の転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを設定し、
労働者に徹底させる

社会福祉施設における転倒災害の態様

• 骨折（約70％）
• 打撲
• じん帯損傷
• 捻挫
• 外傷性くも膜下出血

つまずき
40%

歩行中バランス崩し・もつれ
5%

滑り
31%

他人とぶつかった、
他人に押された

（被介助者の転倒含む）
5%

荷物や介助作業によってバランスを崩した
4%

踏み外し
1%

車椅子、台車の操作を失敗
2%

立ち上がり時バランス崩し
1%

貧血、意識消失等
1%

物・他人・動物をよけようとして
バランスを崩した

1%

障害物を乗り越えるのを失敗した
1% 環境によるバランス崩し

1%

その他の転び方
4% 転倒モード不明

3%

社会福祉施設における転倒災害発生件数の推移

社会福祉施設における転倒災害被災者の
性別・年齢別内訳

4,336

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
（なし）

「つまずき」等による転倒災害の原因と対策

「滑り」による転倒災害の原因と対策

（★）については、高年齢労働者の転倒災害防止のため、中小企業事業者は
「エイジフレンドリー補助金」（補助率１/２、上限100万円）を利用できます

介護労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を
防止しましょう

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています
事業者は労働者の転倒災害防止のための措置を講じなければなりません

転倒災害（休業４日以上）の発生状況（令和３年）

（R５）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

転倒リスク・骨折リスク

転倒災害が起きているのは
移動のときだけではありません

転びの予防
体力チェック

ロコチェック

内閣府ウェブサイト

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

中小事業者は、無料で安全衛生の専門家のアドバイスが受けられます
エイジフレンドリー補助金 中小規模事業場

安全衛生サポート事業



介護事業主の皆さまへ

人材確保のためにも

転倒・腰痛のない施設をつくりましょう
介護事業で働く労働者の課題
 介護労働者の不満などで身体的負担が大きいと答えた方は29.5％
 介護労働者の満足度を重視する企業ほど人材確保ができているとの

統計結果もあります

人手が足りない

身体的負担が大きい
仕事内容の割に賃金が低い

0% 20% 40% 60%

55.7％

29.5％
39.8％

出典︓公益財団法人介護労働安定センター 介護労働実態調査より

介護事業における労働災害
 介護労働者を含む社会福祉施設の労働災害は腰痛などの

「動作の反動・無理な動作」が41%、次いで転倒が39%
 腰痛などは介助作業で発生した者が84％
 休業１か月以上となる者は、転倒で6４%、腰痛などの「動作の反

動・無理な動作」で４３%

転倒・腰痛のない施設づくりのために、裏面の対策に取り組みましょう

その他

16%
8%
6%

6% 動作の
反動
41％転倒

39％

墜落・転落

その他
交通事故

出典︓令和元年労働者死傷病報告より介護施設で発生した休業4
日以上の労働災害767件のうち動作の反動・無理な動作の
268件を集計したもの

出典︓令和元年労働者死傷病報告より

介助作業
84％



利用者・職員の
転倒・腰痛のない施設づくりのため
下記の対策に取り組みましょう

段差注意

作業場所の
整理整頓

危険箇所の
見える化

作業場所の
清掃 毎日の運動

手すりの
設置

滑りにくい
靴の着用

持ち物の
制限

一人介助の
禁止

最新機器の
導 入

介護施設における腰痛予防対策の実施は、介護報酬の加算要件の
一つになっています︕詳しくはこちらをチェック︕



設備の改善

介護労働者が安心して働くために

職場環境の改善等のために、
エイジフレンドリー補助金
をご活用ください。

安心して
支えられる

歩きやすい︕

転倒・腰痛
予防体操

YouTubeで、転倒・腰痛の
予防に役立つ「いきいき
健康体操」をご覧ください。

足を前に 足を後ろに

整理・整頓
清掃・清潔

厚生労働省のホームページ
で４S（整理・整頓・清掃・
清潔）の方法を公開してい
ます。

見た目にきれいなだ
けでなく、つまづい
たり転んだりするこ
とも減りました

危険の見える化

厚生労働省ホームページで
「職場の危険の見える化
（社会福祉施設）実践マニュ
アル」をご覧ください。

危険の原因が誰から見
てもわかるので、事故
やケガが減りました

滑らず蒸れない靴
のおかげで快適︕



厚生労働省では、「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、介護職員の腰痛予
防対策への啓発・指導を行っています。
令和３年度の介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善
加算の算定要件の一つである「職場環境等要件」に基づく取り組みに「介護職員の
身体負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等
導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられました。
この実施についても「職場における腰痛予防対策指針」を参考とするよう周知され
ています。

「職場における腰痛予防対策指針」を参考に
介護職員の腰痛対策に取り組みましょう

座 り 直 し
車椅子に座っている利用者の座り
直しをするため、利用者の脇に手
を入れ、引き上げようとしたとこ
ろ、腰に痛みが生じた。

移 乗 介 助
ベッドから車椅子への介助で、
ベッドに座っている利用者を前屈
みになって両脇を抱え、立たせよ
うとしたところ、腰に痛みが生じ
た。

立 ち 上 が り 介 助
利用者を前屈みになって両脇を抱
え、ベッドから立たせようとした
ところ、ベッド脇が狭く、無理な
姿勢となり、腰に痛みが生じた。

腰痛予防対策のポイント

 施設長等のトップが、腰痛予防対策に取り組む方針を表明し、対策実施組織を
作りましょう。

 対象者ごとの具体的な看護・介護作業について、作業姿勢、重量などの観点か
ら、腰痛発生リスクを評価しましょう。

 腰痛発生リスクが高い作業から優先的に、リスクの回避・定見措置を検討し、
実施しましょう。健康管理、教育にも取り組みましょう。

労働災害の具体例



介護中の に要注意

滑
り
止
めつ

け
て
お
き
た
い口

と
足

50代以上

約８割

女性

約９割

休業１か月以上

約６割

労働災害の
うち転倒

約４割

施設長から職員の皆さまへのお願い
2015年・転倒予防川柳大賞作品（東京都 佐川 晶子）

数字で見る
社会福祉施設での転倒

日本転倒予防学会

つまづき 踏み外し滑 り

出典︓令和元年 労働者死傷病報告より



あなたの職場は大丈夫︖

チェック項目

１ 通路、 階段、 出口に物を放置していませんか

２
床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、
その都度取り除いていますか

３
通路や階段を安全に移動できるよう に十 分な明る
さ（照度）が確保されていますか

４
靴は、すべりにくくちょうど良いサイズのものを
選んでいますか

５
転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知し
ていますか

６
段差のある箇所や滑りやすい場所などに、注意を
促す標識をつけていますか

７
ポケットに手を入れたまま歩くことを
禁止していますか

８
ストレッチや転倒予防のための運動を取り入れて
いますか

９ 転倒を予防するための教育を行 っていますか

チェックの結果は、いかがでしたか︖
問題のあったポイントが改善されれば、きっと作業効率も上がって働きやすい職
場になります。どのように改善するか「安全委員会」などで、全員でアイディア
を出し合いましょう

転倒の危険をチェックしてみましょう︕


